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公  告 

 

遠賀川河川事務所管内における災害時等応急対策工事に関する基本協定の締結について 

 

次のとおり公告します。 

 

令和５年１月２５日 

九州地方整備局          

遠賀川河川事務所長 柄沢 祐子  

 

１．基本協定の概要等 

（１）基本協定名 

遠賀川河川事務所管内における災害時等応急対策工事に関する基本協定 

（２）基本協定の目的 

この協定は、遠賀川河川事務所の直轄管理区間において、堤防決壊等の大規模災害の発

生又は災害の発生が予想される場合、緊急的に処置の必要な箇所の発見（洪水時等河川巡

視）及び緊急的に操作が必要な樋門・樋管についての操作（洪水時樋門・樋管巡視）並び

に、遠賀川河川事務所の直轄管理区間又は「九州地方整備局防災業務計画」に基づき災害

対策本部長、災害支援本部長若しくは応援対策本部長（九州地方整備局長）等から出動要

請があった場合は遠賀川河川事務所の直轄管理区間以外（他の直轄事務所、他の地方整備

局、地方自治体）において、発生した災害の応急対策に関し、これに必要な組織、建設資

機材及び労力等（以下「建設資機材等」という）の確保並びにその対応方法を定め、もっ

て、災害の拡大防止と施設被害の早期復旧に期することを目的とする。 

（３）基本協定区間 

基本協定の区間は、各出張所の管内を基本とする。 

また、「九州地方整備局防災業務計画」に基づき災害対策本部長、災害支援本部長又は応

援対策本部長（九州地方整備局長）等から出動要請があった場合は、協定締結者の同意を

得たうえで、遠賀川河川事務所の直轄管理区間以外（他の直轄事務所、他の地方整備局、

地方自治体）で業務を実施することがある。 

なお、各出張所の管内における基本協定の締結業者は、５～１０社程度とする。 

（４）基本協定期間 

令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 

なお、本協定は継続される場合がある。 

（５）基本協定締結業者の選定については、災害時等における応急復旧工事又は対策、対応工

事を実施する際の工事実施体制、工事の施工実績、災害協定の実績等に関する技術資料を

総合的に評価して選定する評価方式である。 

なお、協定区間については、評価結果及び本店の所在地等から遠賀川河川事務所にて決

定する。 
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（６）基本協定締結後、災害等が発生し緊急的に工事を実施する場合は、速やかに工事請負契

約を締結する。工事の実施に当たって、関係法令等を遵守するものとする。 

基本協定を締結する時点において法定外労働災害補償制度に加入していることを条件と

しないが、基本協定に基づき工事請負契約を締結する時点において、法定外労働災害補償

制度（元請・下請を問わず補償できる保険であること）に加入していることを条件とす

る。 

なお、請負契約の条件となる保険は、工事現場単位で随時に加入する方式、または直前

１年間の完成工事高により掛金を算出し保険期間内の工事を保険対象とする方式、いずれ

の方式であっても差し支えないものとする。 

（７）基本協定を締結した場合でも災害等の発生がなかった場合は、実際の工事を行わないこ

ととする。 

（８）基本協定の継続（令和６年度以降の協定手続き）については、協定説明書によるものと

する。 

 

２．基本協定締結のために必要な要件 

（１）予算決算及び会計令 （昭和２２年勅令第１６５号）第７０条及び第７１条の規定に該当

しない者であること。 

（２）九州地方整備局（港湾空港関係を除く）における令和５・６年度一般土木工事に係る一

般競争（指名競争）参加資格の認定を受けていること（会社更生法（平成１４年法律第１

５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法

律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の

決定後、当該地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けて

いること。）。 

なお、令和５年４月１日時点において認定されていない者との締結は、基本協定締結のた

めに必要な要件を満たさない者との締結として、当該協定を無効とする。 

また、基本協定締結後に一般競争（指名競争）参加資格を失効したときは、失効した日を

もって当該協定を無効とする。 

（３）会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再

生手続開始の申立てがなされている者（上記（２）の再認定を受けた者を除く。）でない

こと。 

（４）基本協定に基づく応急対策に対応する工事実施体制（建設資機材等含む。）を確保でき

ること。 

（５）協定締結参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）及び技術資料の提出期限の日

から基本協定締結日までの期間に、九州地方整備局長から工事請負契約に係る指名停止等

の措置要領（昭和５９年３月２９日付け建設省厚第９１号）に基づく指名停止を受けてい

ないこと。 

（６）九州地方整備局の管轄区域のうち、飯塚市、嘉麻市、桂川町、田川市、川崎町、添田

町、大任町、赤村、香春町、糸田町、福智町、直方市、小竹町、宮若市、北九州市八幡西

区、中間市、鞍手町、遠賀町、水巻町、芦屋町、岡垣町に建設業法に基づく主たる営業所
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（一般競争（指名競争）参加資格審査申請書に記載された本店の住所による。）が所在す

ること。 

（７）警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとし

て、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと｡ 

 

３．技術資料の総合的な評価に関する事項等 

（１）協定説明書に示す評価項目について、評価基準に基づき評価する。 

（２）基本協定締結者、非締結者への決定通知の期日については、令和５年３月８日（水）を

予定している。 

（３）基本協定締結の期日については、令和５年３月２４日（金）を予定している。 

 

４．基本協定締結に関する手続等 

（１）担当部局 

〒８２２－００１３ 福岡県直方市溝堀一丁目１番１号 

国土交通省九州地方整備局 遠賀川河川事務所 工務課 

専門調査官（内線４０８）、工務第二係長（内線３１４） 

電話 ０９４９－２２－２０３５  ＦＡＸ ０９４９－２２－１８５５ 

（２）協定説明書の交付期間、場所及び方法 

①交付期間：令和５年１月２５日（水）から令和５年２月８日（水）までの土曜日、日曜

日及び祝日を除く毎日、８時３０分から１７時００分まで。 

②交付場所：上記（１）に同じ 

③交付方法：手渡しにより交付する。（※遠賀川河川事務所ＨＰより入手できます。） 

（３）申請書及び資料の提出期間、場所及び方法 

①提出期間：令和５年１月２５日（水）から令和５年２月８日（水）までの土曜日、日曜

日及び祝日を除く毎日、８時３０分から１７時００分まで。 

②提出場所：上記（１）に同じ 

③提出方法：持参又は郵送等（郵送は書留郵便に限る。託送は書留郵便と同等のものに限

る。提出期間内必着。）により提出する。 

 

５．その他 

（１）手続において使用する言語及び通貨  日本語及び日本国通貨に限る。 

（２）関連情報を入手するための照会窓口  ４．（１）に同じ。 

（３）申請書に虚偽の記載をした場合においては、申請書を無効とする。 

（４）基本協定締結後は、一般土木工事、維持修繕工事の業種において、総合評価入札制度の

評価対象となる。 

（５）洪水時等河川巡視については、基本協定に基づく単価より実績に応じ精算する。 

（６）申請書の作成要領、評価及び決定方法等の詳細については、協定説明書による。 

 


